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 P14033 

 

平成２７年度実施方針 

 

イノベーション推進部 

 

１．件名 

中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４年法律第１４５

号）第１５条第１項第３号及び第９号 

 

３．背景及び目的 

平成２６年６月２４日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂２０１４

では、新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）に

おいて、技術シーズの迅速な事業化を促すため、新たなイノベーションの

担い手として期待されるベンチャーや中小・中堅企業等への支援の強化等

の改革を推進することが謳われている。 
また、平成２６年１２月２７日に閣議決定された「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」においては、新産業の創出や既存産業の高付加価値化、働

く場の創出のために、地域イノベーションを促進することとしており、そ

の方策として、「公設試等の「橋渡し」機能の強化を促すため、当該機能強

化に取り組む公設試等（以下「橋渡し研究機関」という。）に対し各種助成

等の重点化を図る。」こととされている。 
我が国では、中堅・中小・ベンチャー企業（以下「中小企業等」とい

う。）は、大企業が参入しないようなニッチマーケットなどにおいてもリス

クを取りつつ、機動的に事業化を図るなど、イノベーションの創出への貢

献が期待されている。他方、中小企業等は特定の優れた技術を有していて

も、事業化を目指すためにはそれのみでは不十分な状況もある。このた

め、中小企業等が、優れた技術シーズを有する研究機関から技術等の移転

を受けて実用化に向けた研究開発を実施することや、中小企業等が保有す

る技術を研究機関の能力を活用して迅速に実用化に結実させることを通じ

て、中小企業等が技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを促進

していくことが重要である。また、橋渡し研究機関においても、このよう

な取組により、一層の機能強化を図ることが重要である。 
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なお、ドイツでは、ニッチマーケットで極めて高い世界シェアを獲得す

る地域の中堅・中小企業が多く存在する。これらの中堅・中小企業と、地

域の研究機関や、大学等がネットワークを構築し、研究機関等が有する優

れた基盤技術を中堅・中小企業に橋渡しすることによって、グローバル市

場で競争優位を発揮できる技術力の獲得や実用化に結びつけている。 
本事業では、ＮＥＤＯのミッションである「エネルギー・環境問題」と

「産業競争力の強化」の一貫として、中小企業等が橋渡し研究機関から技

術シーズの移転を受けてビジネスにつなげることや、中小企業等が保有す

る技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化すること

を通じて、自社の技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを促進

する。加えて、上述のような取組を NEDO が支援することにより、橋渡し

研究機関が積極的にその機能強化に取り組むことを促す。 
また、実用化に向けては、ユーザーのニーズを詳細に把握し、これを踏

まえた的確な研究開発の実施が極めて重要であるが、ユーザーサイドでの

採用見通しがない状況等のもとで、サンプルを製作し、ユーザーに提供す

ることは、多くの企業において極めて困難である状況に鑑み、サンプル製

作費用等を支援することにより、実証・用途開拓研究を促進する。 
 

４．事業内容 

４．１ 事業概要 

中小企業等による優れた技術の実用化開発に係る支援及び追加実証・用途

開拓研究に対する支援を行う。 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

本事業では、中小企業等が橋渡し研究機関から技術シーズの移転を受け

てビジネスにつなげることや、中小企業等が保有する技術を橋渡し研究機

関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化することを通じて、中小企業等

が技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを支援する。加えて、

上述のような取組を NEDO が助成することで、橋渡し研究機関が積極的に

その機能強化に取り組むことを支援する。 
実施に当たっては、橋渡し研究機関を確認（要件該当の確認）・公表す

るとともに、橋渡し研究機関の能力を活用して実用化開発を行う中小企業

等から広くテーマを公募し、イノベーションの創出に貢献する優れた提案

に対し助成する。 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

中小企業等が実施する実用化を強力に加速するため、サンプル製作から

ユーザーによる評価、その結果のフィードバックまで一連の追加実証・用
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途開拓研究に対して助成する。 

 

４．２ 事業方針 

＜助成要件＞ 

（１）助成対象事業者 

助成対象事業者は、橋渡し研究機関との共同研究により実用化開発に取り組

む、以下のいずれかの要件を満たす中小企業等とし、この助成対象事業者から

e-Rad システムを用いた公募によって研究開発実施者を選定する。 

①中小企業基本法に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを

満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業に該当しないもの。 

②売上高１，０００億円未満、又は、従業員が１，０００人未満の企業であって、みな

し大企業に該当しないもの。 

③上記②の売上高基準、又は、従業員基準を満たす組合等 

ⅰ）産業技術強化法施行令第６条第１項第３号に規定する事業共同組合等（技

術研究組合等を含む） 

ⅱ）ⅰ）の他、特別の法律により設立された組合、およびその他の連合会の要件

については、産業技術力強化法施行令第６条第１項第３号を準用する。 

 

（２）助成対象事業 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

以下のすべての要件を満たす事業とする。 

①新産業の振興のためのイノベーションの創出に資する新規性・革新性の高

い実用化開発であること 

②事業期間終了後、概ね３年以内に実用化が可能な具体的な計画を有する

こと。 

（注１）経済産業省所管以外の技術開発及び原子力に関する技術開発を除く。 

（注２）実証段階にあっても、技術開発要素があると認められるものについて

は、申請可能。（創薬等の開発で治験を実施する場合は第Ⅱ相まで申

請可能） 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

研究開発成果の実用化加速や活用促進が期待できるものとして、以下の要件を

全て満たす事業とする。 

① 申請者である研究開発型中小企業等が有する優れた先端技術シーズや

有望な未利用技術を活用した実用化開発に係る追加実証・用途開拓研

究であること。 

② 研究開発が実証・用途開拓の段階に到達し、商品をサンプルとして製作
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できる段階にあること。 

③ サンプル提供先の目途があること。 

④ サンプル提供先は、サンプルが完成品となったとき、ユーザー（売り先）候

補者であること。 

⑤ サンプル提供先は、事業者であること。 

⑥ サンプルが消耗品である場合は、サンプル提供先において提供したサン

プルを使い切ること。ただし、サンプルが消耗品ではなく、提供先でのユ

ーザー評価後も存在する場合（例：機械装置）は、提供先から回収するこ

と。 

⑦ サンプル提供先からのフィードバックを得て、サンプル提供の成果を研究

開発に反映できること。 

⑧ サンプルの提供は、無償で実施すること。 

（注）経済産業省所管以外の技術開発及び原子力に関する技術開発に係る

実証・用途開拓研究を除く。 

 

（３）審査項目 

原則として、別紙のとおり。 

 

＜助成条件＞ 

（１）研究開発テーマの実施期間 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

２年以内 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

1 年以内 

 

（２）研究開発テーマの規模・助成率 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

①助成額 

助成期間を通じて、１億円以内（下限は１，５００万円） 

②助成率 

２／３以内 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

①助成額 

助成期間を通じて、１，０００万円以内 

②助成率 

２／３以内 
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（３）採択予定件数 

新規採択予定件数は定めず、新規採択分予算に応じ、提案内容の優れているも

のを採択する。 

 

（４）今年度事業規模 

１７．２億円（一般会計） 

１６．２億円（需給勘定） 

 

 

５．事業の実施方針 

５．１ 公募 

（１）掲載する媒体 

「ＮＥＤＯホームページ」及び「e-Rad ポータルサイト」で行う。 

 

（２）公募開始前の事前周知 

公募開始の約１ヶ月前に、ＮＥＤＯホームページで行う。本事業は、e-Rad 対象事

業であり、e-Rad 参加の案内も併せて行う。 

 

（３）公募時期・公募回数 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

①橋渡し研究機関の確認申請の受付 

平成２７年４月に受付開始予定 

②実施事業者の公募 

平成２７年５月に公募開始予定 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

 平成２７年度中に公募開始予定  

 

（４）公募期間 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

①橋渡し期間の確認 

原則約１ヶ月間とする 

②実施事業の公募 

原則約２ヶ月間とする  

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

原則約１ヶ月とする 
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（５）公募説明会 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

全国各地で経済産業局との合同等で開催する。 

 

５．２ 採択方法 

（１）審査方法 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

e-Rad システムへの応募基本情報の登録は必須とする。申請者に対して、必要

に応じてヒアリング等を実施する。橋渡し研究機関の要件該当の確認及び助成事

業者の採択審査委員会は非公開のため、確認及び審査経過に関する問い合わ

せには応じない。 

①橋渡し研究機関について 

NEDO において、申請があった機関が要件に該当するか否かを確認し、該当

する機関を橋渡し研究機関とする。 

②助成事業について 

助成事業者の審査・選定は、公募要領に合致する応募を対象に、ＮＥＤＯが設

置する審査委員会（外部有識者で構成）で行う。審査委員会（非公開）は、助

成金交付申請書の内容について外部専門家（学識経験者、産業界の経験者

等）を活用して行う評価（技術評価及び事業化評価）の結果を参考にし、本事

業の目的の達成に有効と認められる助成事業者を選定した後、ＮＥＤＯはその

結果を踏まえて助成事業者を決定する。 

 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

助成事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象に、ＮＥＤＯ内に設

置する審査委員会で行う。 

 

（２）公募締切から採択決定までの審査等の期間 

助成事業者の公募締切から、原則７０日以内とする。 

 

（３）確認・採択結果の通知 

橋渡し研究機関の確認及び助成事業の採択結果については、ＮＥＤＯから申請者

に通知する。なお、橋渡し研究機関が要件を満たさない場合及び不採択の場合

は、その明確な理由を添えて通知する。 
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（４）確認・採択結果の公表 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

要件を満たすことが確認された橋渡し研究機関及び採択された研究開発テーマ

については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要等を公表する。 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

採択された研究開発テーマについては、申請者の名称、研究開発テーマの名

称・概要を公表する。 

 

６．その他重要事項 

（１）評価等 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

①評価項目・基準 

以下に掲げる事後評価項目に基づき、研究開発テーマについて助成事業開始

当初の事業計画に対する達成度等を評価する。 

【事後評価項目】 

＜技術評価＞ 

ⅰ）助成事業期間中の達成目標に対する実績 

ⅱ）助成事業期間中の目標達成に向けた技術課題の認識、研究開発の

手法の妥当性 

ⅲ）費用対効果 

ⅳ）助成事業期間終了後の研究開発の課題認識及び解決手段の妥当性 

ⅴ）助成事業期間終了後の研究開発計画の妥当性 

＜事業化評価＞ 

ⅰ）新規市場創出効果 

ⅱ）市場ニーズの把握 

ⅲ）開発製品・サービスの優位性 

ⅳ）事業化体制 

ⅴ）事業化計画の信頼性 

②評価実施時期 

平成２８年度事業終了後適切な時期に事後評価を実施する予定。 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

以下に掲げる項目について、報告すること： 

①報告項目 

＜技術面＞ 

ⅰ）サンプル製造装置及びサンプル製造における改善内容 

ⅱ）サンプルに対するユーザー評価 
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ⅲ）ユーザー評価を踏まえた今後の研究開発計画 

＜事業化面＞ 

ⅰ）市場ニーズの把握 

ⅱ）開発製品・サービスの優位生 

ⅲ）事業化計画の信頼性 

②評価実施時期 

助成期間終了後、速やかに実施する。 

 

（２）複数年度契約の実施 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

平成２７年～２８年度の複数年度契約を行う。 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

助成期間を１年以内とし、交付決定日を含む年度及び翌年度の複数年度契約

を行う。 

 

７．スケジュール 

（注）時期は予定であり、前後する場合がある 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 

平成２７年 

３月下旬 橋渡し研究機関・実施事業者の公募等予告 

 公募説明会 

４月下旬 橋渡し研究機関の確認申請（単独申請）の受付開始 

５月下旬 橋渡し研究機関の確認申請（単独申請）の受付終了 

 実施事業者の公募開始 

及び橋渡し研究機関の確認申請（同時申請）の受付開始 

６月下旬 橋渡し研究機関の確認（単独申請）終了 

 確認された橋渡し研究機関（単独申請）の公表 

７月下旬 実施事業者の公募締切 

 及び橋渡し研究機関の確認申請（同時申請）の受付終了 

９月中旬 契約・助成審査委員会（実施事業者の決定） 

９月末 交付決定 

イ．追加実証・用途開拓研究支援 

平成２７年 

１２月 公募予告 

平成２８年 

１月 公募開始 
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２月 公募締切 

３月   採択案件の決定 

４月   交付決定 

      

９．実施方針の改定履歴 

平成２７年４月 制定 

平成２７年５月 一部改訂 

平成２７年１２月 一部改訂 

 
（別紙）４．２ 事業方針＜助成要件＞（３）審査項目 

ア．中堅・中小・ベンチャー企業への橋渡し研究開発促進 
① 政策意図に関する評価項目 

項目 審査基準 

地域経済活性化への貢献 ・地域資源を活用し技術開発が実施されることに

より、地域経済の活性化への貢献が特に見込まれ

ること。 

橋渡し研究機関との連携によ

る効果 

・橋渡し研究機関との共同研究により、自社単独で

は成し得ないイノベーションの創出への貢献が見

込まれること。 

事業者の新規性 ・公募締切日において設立１０年以内の企業であ

ること。 

過去にＮＥＤＯ等が実施した

事業との関連 

・ＮＥＤＯ等が実施した技術開発事業の成果を活

用したものであり、当該助成事業の実施により、そ

の成果の実用化が加速すると認められること。 

 
② 技術に関する評価項目 

項目 審査基準 

基となる研究開発の有無 ・提案の実用化開発の基となる技術開発の成果（実

験データ等）が明確に示されていること。また、提

案の実用化開発のシーズについて基礎的な検討が

十分に行われていること。 

技術の新規性及び目標設定レ

ベルの程度 

・新規性のある技術であって、国際的に見ても目標

設定のレベルが相当程度高いこと。 

特許・ノウハウの優位性 ・申請者（企業）が開発商品に関する優位性のある

特許及びノウハウを保有していること。あるいは、

大学等の共同研究先や協力企業等からのライセン
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ス供与が確実であること。 

目標、課題、解決手段の明確

性 

・本事業における目標値、技術課題及び解決手段が

明確であること。 

費用対効果 ・研究計画に要する費用（助成金の使用計画）が適

切であり、費用対効果（助成金額と得られる事業化

効果など）が高く、助成規模に応じて効果（社会的

必要性など）が十分に期待できること。 

研究計画の妥当性 ・予定期間内に計画された技術的課題が解決され

る可能性が高いこと。 

③ 事業化に関する評価項目 

項目 審査基準 

新規市場創出効果 ・当該研究成果の広汎な製品・サービスに利用

の可能性が大きく、新規産業の開拓等に貢献す

るものであること。市場規模を判断材料とし、

その際に助成金額（全期間）を考慮。 

市場ニーズの把握 ・市場ニーズを具体的に把握（ユーザーとの接触、

市場調査等）していると共に、それを反映させた開

発目標の設定がなされていること。 

開発製品・サービスの優位性 ・市場ニーズを踏まえて、開発した製品・サービス

が競合製品等と比較して優位（性能、価格等）であ

ること。将来の市場において相当の占有率が期待

できること。 

事業化体制 ・技術開発体制のみではなく、事業化をするために

適切な体制となっていること。 

事業化計画の信頼性 ・事業期間終了後概ね３年以内に実用化が達成さ

れる可能性が高いことを示す具体的かつ的確な事

業化計画を提案し、予想されるリスク（市場変動、

技術変革等）などへの対策が盛り込まれているこ

と。 

金融機関等との連携 ・事業化に向けて（ベンチャーキャピタル等）金融

機関等との連携がされていること。 

採用予定先（取引先）等との

連携 

・事業化に向けて開発された技術の採用予定先（取

引先）等との連携がされていること。 
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イ．追加実証・用途開拓研究支援 
①政策意図に関する評価項目 

項目 評価基準 

地域経済活性化への貢献 ・地域資源を活用し技術開発が実施されることに

より、地域経済の活性化への貢献が特に見込まれ

ること。 

橋渡し研究機関との連携 ・橋渡し研究機関との連携により、自社の技術力向

上や生産方法の革新等を実現し、イノベーション

の創出への貢献が見込まれること。 

事業者の新規性 ・公募締切日において設立１０年以内の企業であ

ること。 

過去にＮＥＤＯ等が実施した

事業との関連 

・ＮＥＤＯ等が実施した技術開発事業の成果を活

用したものであり、当該助成事業の実施により、そ

の成果の実用化が加速すると認められること。 

 
② 技術に関する評価項目 

項目 審査基準 

製作するサンプルの具体性・

明確性 

・製作するサンプルの基となる技術が明確に説明

されており、かつ、製作するサンプルのスペック等

が具体的に示されていること。 

サンプルの基となっている技

術の新規性及び技術レベルの

程度 

・新規性のある技術であって、国際的に見ても技術

のレベルが相当程度高いこと。 

特許・ノウハウの優位性 ・申請者（企業）が製作するサンプルに関する優位

性のある特許及びノウハウを保有していること。

あるいは、大学等の共同研究先や協力企業等から

のライセンス供与が行われていること。 

開発計画の妥当性 ・予定期間内に、計画されたサンプル製作及びユー

ザー評価が行われ、技術的課題及びその解決法が

明確にされる可能性が高いこと。（助成期間内に技

術的課題が解決されることが望ましい。） 

 

③ 事業化に関する評価項目 

項目 審査基準 

新規市場創出効果 ・当該実証成果を広汎な製品・サービスに利用

できる可能性が大きく、新規産業の開拓等に貢
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献するものであること。 

市場ニーズの把握 ・サンプル提供先の目途（ユーザーとの接触、市場

調査等）があること。ただし、サンプル提供先の目

途がない場合、ＮＥＤＯのサンプルマッチングサ

イトを活用すること。 

開発製品・サービスの優位性 ・サンプル製作の後、実用化しようとする製品・サ

ービスが競合製品等と比較して優位（性能、価格

等）であると見込まれること。将来の市場において

相当の占有率が期待できること。 

事業化体制 ・技術開発体制のみではなく、事業化をするために

適切な体制となっていること。 

事業化計画の信頼性 ・事業期間終了後概ね３年以内に実用化が達成さ

れる可能性が高いことを示す具体的かつ的確な事

業化計画を提案し、予想されるリスク（市場変動、

技術変革等）などへの対策が盛り込まれているこ

と。 

金融機関等との連携 ・事業化に向けてベンチャーキャピタル等金融機

関等との連携がされていること。 
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「橋渡し研究機関」の確認要件 
 
 
①橋渡し研究機関の要件 
●国公立研究機関、公設試及び大学等の研究機関であること。 
●以下のⅰ）～ⅴ）の取組を既に実施している、あるいは、近い将来（概

ね１年以内））に取組を実施する予定であること。 
ⅰ）橋渡し業務を主要ミッションとして位置づけ、その旨を計画等に明

記すること。 
ⅱ）職員への目標設定やインセンティブ付与による位置づけなどによ

り、受託研究収入等の民間企業からの資金受入の増加に向けた仕組み

を整備すること。 
ⅲ）民間企業に対する技術相談業務、技術指導業務や企業との意見交換

等において収集される情報を集約・分析すること等を通じて産業界の

ニーズ等を把握し、これを所内の活動内容に反映するための仕組みを

整備すること。 
ⅳ）貴組織以外の研究機関との人材交流（出向、併任等）や国内外への

職員の研修参加など、広く技術シーズやノウハウを取り入れるための

仕組みを整備すること。 
ⅴ）受託研究等によって生じる知的財産権の取扱についての検討体制や

契約書のひな形等の規程類を整備すること。 
 
②確認内容 
●要件ⅰ）～ⅴ）について、これまでの成果実績 
●要件ⅰ）～ⅴ）について、目標や取組み計画が具体的なものであるか。 

 


